
新型コロナウイルス特例貸付の申請期限の延長について（令和 4 年 9 月 30 日まで）    

現在申請を受付している緊急小口資金及び総合支援資金（初回貸付）

については、申請期間が令和 4 年 9 月 30 日 

まで延長となります。    

◇ 緊急小口資金および総合支援資金  （初回貸付）  

  令和 4 年 9 月 30 日まで申請受付期間が延長となります。    

  ➡ 制度の詳細や要件はこちらをご確認ください。    

◇ 総合支援資金（再貸付）  

令和 3 年 12 月 31 日で受付を終了しています。  

◇ 総合支援資金（延長貸付）  

令和 3 年 6 月 30 日で受付を終了しています。  
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